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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

条例の整理に関する条例 

 

○ 改正概要 

  幼児教育・保育の無償化の開始に合わせ、令和元年５月17日に子ども・子育て支援法

の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）が公布され、令和元年10月１日に施行さ

れることに伴い、関係条例について規定の改正を行うものです。 

 

○ 改正内容 

１ 関係条例 

（1）大磯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例 

（2）大磯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例 

 

２ 改正する内容 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）に規定する「子

どものための教育・保育給付」に加えて、新たに「子育てのための施設等利用給付」

が創設されることに伴い、関係条例が引用する内閣府令の基準の題名及び法に使用す

る用語に改正が生じたため、所要の手続きを行うものです。 

条例 改正内容 現行 改正後 

(1) 題名の改正 特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関す

る基準（平成26年内閣府令第

39号） 

特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準（平

成26年内閣府令第39号） 

（1） 
用語の改正 支給認定 教育・保育給付認定 

(2) 

 

３ 施行日 

   令和元年10月１日とします。 
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大磯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表（第１条関係） 

 

改正案 現行 

第１条 省略 

 

第１条 省略 

 

 （定義） （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法、児童福祉法（昭和22年法律

第 164号）及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）

において使用する用語の例による。 

 

第２条 この条例において使用する用語は、法、児童福祉法（昭和22年法律

第 164号）及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準（平成26年内閣府令第39号）において使用する用語の例による。 

 

第３条・第４条 省略 

 

第３条・第４条 省略 

 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者（以下「利

用申込者」という。）に対し、第 20条に規定する運営規程の概要、職員の

勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なければならない。 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者（以下「利用申込者」

という。）に対し、第 20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利

用申込者の同意を得なければならない。 

２～６ 省略 

 

２～６ 省略 

 

（利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） （利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込

みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第 19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第 19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特
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改正案 現行 

が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなけれ

ばならない。 

定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定

する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならな

い。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第 19条第１項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、法第20条第４項の認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教

育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第 19条第１項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、法第20条第４項の認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考の方法をあらかじめ教育・保育給

付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考の方法をあらかじめ支給認定保護

者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに

対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難であるときは、適切な特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難であるときは、適切な特定教育・保

育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 省略 第７条 省略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、法第 19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施

設の利用について児童福祉法第 24条第３項（同法附則第 73条第１項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により町が行う調整及び

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、法第 19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用に

ついて児童福祉法第 24条第３項（同法附則第 73条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により町が行う調整及び要請に対
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改正案 現行 

要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 

し、できる限り協力しなければならない。 

 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められたときは、

教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証によって、教育・保育給

付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条第１項各号

に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び

保育必要量等を確かめるものとする。 

 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められたときは、

支給認定保護者の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、支給認

定子どもの該当する法第 19 条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 

 

（教育・保育給付認定の申請に係る援助） （支給認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者

から利用の申込みがあったときは、当該保護者の意思を踏まえて速やかに

教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

第９条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の

申込みがあったときは、当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅く

とも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期

間の満了日の 30 日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 

 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認

定保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の 30 日前には行われ

るよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得

ない理由があるときは、この限りでない。 

 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・

保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・

保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給

認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施

設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（小学校等との連携） （小学校等との連携） 

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、

教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教

育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、

支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施

設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、
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改正案 現行 

資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、

特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機

関との密接な連携に努めなければならない。 

 

支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、

地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努め

なければならない。 

 

第12条 省略 

 

第12条 省略 

 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利

用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。）を提供したときは、教

育・保育給付認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法

第27条第３項第２号の市町村が定める額（特定教育・保育施設が特別利用

保育を提供する場合にあっては法第 28 条第２項第２号の市町村が定める

額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号の市町村が定

める額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び特別利

用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。）を提供したときは、支

給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第27条第３

項第２号の市町村が定める額（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供

する場合にあっては法第28条第２項第２号の市町村が定める額とし、特別

利用教育を提供する場合にあっては同項第３号の市町村が定める額とす

る。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給

付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額

（法第27条第３項第１号に規定する額（その額が現に当該特定教育・保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用

の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合に

あっては法第 28 条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特別利用教育を提

供する場合にあっては同項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）をいう。次項において

同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護

者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第 27

条第３項第１号に規定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）を

いい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては

法第 28 条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特別利用教育を提供する場

合にあっては同項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に特別利用教育に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）の

支払を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要
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改正案 現行 

であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるこ

とができる。 

であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用とし

て見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができ

る。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を支給認定保護者から受けることができる。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 省略 

(５) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要と

されるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

(５) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要と

されるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けたときは、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に

対し交付しなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けたときは、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付し

なければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求

めるときは、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認

定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにすると

ともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意

を得なければならない。ただし、第４項の規定による金銭の支払に係る同

意については、文書によることを要しない。 

 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求

めるときは、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に

金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支

給認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。

ただし、第４項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によ

ることを要しない。 

 

（施設型給付費等の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る

施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費を含む。以下この項に

おいて同じ。）の支給を受けたときは、教育・保育給付認定保護者に対し、

当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければ

ならない。 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る

施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費を含む。以下この項に

おいて同じ。）の支給を受けたときは、支給認定保護者に対し、当該支給認

定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 
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２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けたときは、その提供した特定教育・保育

の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育

提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けたときは、その提供した特定教育・保育

の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育

提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければならない。 

 

第15条 省略 

 

第15条 省略 

 

（特定教育・保育に関する評価等） （特定教育・保育に関する評価等） 

第16条 省略 第16条 省略 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教

育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定

教育・保育施設の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならな

い。 

 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支

給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定教育・保育

施設の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受けて、それら

の結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 

（相談及び援助） （相談及び援助） 

第17条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、教育・保育給付認定子

ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助

言その他の援助を行わなければならない。 

 

第17条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に

対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わ

なければならない。 

 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行って

いるときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じたときその他必

要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は医療機

関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行って

いるときに支給認定子どもに体調の急変が生じたときその他必要な場合

は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。 

 

（教育・保育給付認定保護者に関する町への通知） （支給認定保護者に関する町への通知） 
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第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給

付認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支

給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を

町に通知しなければならない。 

 

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子ど

もの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、

又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知し

なければならない。 

 

（運営規程） （運営規程） 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第 23条において「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第 23条において「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 省略 

(５) 教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の

種類並びに支払を求める理由及びその額 

(５) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類並びに

支払を求める理由及びその額 

(６)～(11) 省略 

 

(６)～(11) 省略 

 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第21条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な

特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

第21条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子ども

に対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特

定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

３ 省略 

 

３ 省略 

 

第22条・第23条 省略 

 

第22条・第23条 省略 

（教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則） （支給認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第24条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国籍、 第24条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社
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信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否

かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 

会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによっ

て、差別的取扱いをしてはならない。 

 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、

児童福祉法第 33条の 10各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定

子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法

第 33条の 10各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・

保育給付認定子どもに対し児童福祉法第 47 条第３項の規定により懲戒に

関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採るとき

は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

 

第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給

認定子どもに対し児童福祉法第 47 条第３項の規定により懲戒に関しその

支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与

え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定

子どもに関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該教育・

保育給付認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。 

 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関

する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの

保護者の同意を得ておかなければならない。 

 

（情報の提供等） （情報の提供等） 
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第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえ

て適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教

育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行う

よう努めなければならない。 

第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特

定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施

設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めな

ければならない。 

２ 省略 ２ 省略 

第29条 省略 

 

第29条 省略 

 

（苦情解決） （苦情解決） 

第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・

保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保

育給付認定子どもの家族（以下この条において「教育・保育給付認定子ど

も等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給

認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族（以下

この条において「支給認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 省略 ２ 省略 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保

育給付認定子ども等からの苦情に関して町が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定

子ども等からの苦情に関して町が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第 14

条第１項の規定により町が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出

若しくは提示の命令又は当該町の職員からの質問若しくは特定教育・保育

施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育

給付認定子ども等からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、

町から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第 14

条第１項の規定により町が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出

若しくは提示の命令又は当該町の職員からの質問若しくは特定教育・保育

施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子

ども等からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導

又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

５ 省略 ５ 省略 

第31条 省略 

 

第31条 省略 
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（事故発生の防止及び発生時の対応） （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第32条 省略 第32条 省略 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供により事故が発生したときは、速やかに町、当該教育・保育給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

により事故が発生したときは、速やかに町、当該支給認定子どもの家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 省略 ３ 省略 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を

行わなければならない。 

 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行わなけれ

ばならない。 

 

第33条 省略 

 

第33条 省略 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第34条 省略 第34条 省略 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

(１)～(５) 省略 

 

(１)～(５) 省略 

 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）

は、法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供するときは、法第34条第１

項第３号の基準を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）

は、法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもに対し特別利用保育を提供するときは、法第34条第１項第３号の

基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現
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改正案 現行 

育施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定によ

り定められた法第 19 条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第 19

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えな

いものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用

保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とある

のは「同号又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数」とあるのは「同項第２号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数」とする。 

 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用

保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同号

又は同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあ

るのは「同項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数」とする。 

 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）

は、法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供するときは、法第34条第

１項第２号の基準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）

は、法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもに対し、特別利用教育を提供するときは、法第34条第１項第２号

の基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定によ

り定められた法第 19 条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第 19

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えな

いものとする。 
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３ 省略 

 

３ 省略 

 

第37条・第38条 省略 

 

第37条・第38条 省略 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申

込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

第39条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項

の認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用

できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数

が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考す

るものとする。 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、同項の規定による選考の方法をあらか

じめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければなら

ない。 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、同項の規定による選考の方法をあらか

じめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難であると

きその他利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難であるときは、第42条の連携施設その他の

適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難であると

きその他利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を

提供することが困難であるときは、第42条の連携施設その他の適切な特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。 

 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第40条 省略 第40条 省略 

２ 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る特定地域型保育事業の

２ 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用につい
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利用について児童福祉法第 24条第３項（同法附則第 73条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定により町が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

 

て児童福祉法第 24条第３項（同法附則第 73条第１項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により町が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、教

育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支

給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育

施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及

び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難

であると町が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保

育事業者については、この限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及

び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連

携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難

であると町が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保

育事業者については、この限りでない。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている教育・保育給付認定子どもに集

団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に

関する支援を行うこと。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定

地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行うこと。 

(２) 省略 (２) 省略 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た教育・保育給付認定子ども（事業所内保育事業を利用する教育・保育

給付認定子どもにあっては、第37条第２項のその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の

終了に際して、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た支給認定子ども（事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっ

ては、第37条第２項のその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号

において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該支

給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 
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育・保育を提供すること。 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、教

育・保育給付認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設

等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、

教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・

保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携

に努めなければならない。 

 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支

給認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において

継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子

どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならな

い。 

 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第

14 条において同じ。）を提供したときは、教育・保育給付認定保護者から

当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第29条第３項第２号の市町村

が定める額（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては法第30条第２項第２号の市町村が定める額とし、特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号の市町村が定める額とす

る。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第

14 条において同じ。）を提供したときは、支給認定保護者から当該特定地

域型保育に係る利用者負担額（法第29条第３項第２号の市町村が定める額

（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては法第30条第２項第２号の市町村が定める額とし、特定利用地域型保育

を提供する場合にあっては同項第３号の市町村が定める額とする。）をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育

給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準

額（法第29条第３項第１号に規定する額（その額が現に当該特定地域型保

育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費

用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供

する場合にあっては法第 30 条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）

を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保

護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第29

条第３項第１号に規定する額（その額が現に当該特定地域型保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）を

いい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては法第 30 条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号の内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育
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域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育

に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとす

る。 

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した

費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必

要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用と

して見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する

金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必

要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用と

して見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する

金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができ

る。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の

支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地域型

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の

支払を支給認定保護者から受けることができる。 

(１)～(３) 省略 (１)～(３) 省略 

(４) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要と

されるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

(４) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要と

されるものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適

当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けたときは、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者

に対し交付しなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けたときは、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付

しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の金銭の支払を求めるとき

は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者

に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、

教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なけ

ればならない。ただし、第４項の規定による金銭の支払に係る同意につい

ては、文書によることを要しない。 

 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の金銭の支払を求めるとき

は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保

護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

第４項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを

要しない。 

 

第44条・第45条 省略 第44条・第45条 省略 
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（運営規程） （運営規程） 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第 50条において準用する第 23条において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第 50条において準用する第 23条において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 省略 

(５) 教育・保育給付認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の

種類並びに支払を求める理由及びその額 

(５) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類並びに

支払を求める理由及びその額 

(６)～(11) 省略 

 

(６)～(11) 省略 

 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第47条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切

な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ご

とに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

第47条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域

型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域

型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、教育・保育給付認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域

型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。 

３ 省略 

 

３ 省略 

 

第48条 省略 

 

第48条 省略 

 

（記録の整備） （記録の整備） 

第49条 省略 第49条 省略 

２ 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定子どもに対する特定地域

型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提

供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

(１)～(５) 省略 (１)～(５) 省略 
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第50条 省略 

 

第50条 省略 

 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供するときは、法第46条第１項の地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供

するときは、法第46条第１項の地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（次条第１項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の対

象となる法第 19 条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第 37条第２項の規定によ

り定められた利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の対象となる法第 19 条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含

む。）の総数が、第 37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超

えないものとする。 

３ 省略 

 

３ 省略 

 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型

保育を提供するときは、法第46条第１項の地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者は、法第19条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供

するときは、法第46条第１項の地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該
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子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対

象となる法第 19 条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第 37条第２項の規定によ

り定められた利用定員の数を超えないものとする。 

当する支給認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象となる法第 19 条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含

む。）の総数が、第 37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超

えないものとする。 

３ 省略 

 

３ 省略 

 

附 則 附 則 

第１条・第２条  省略 

 

第１条・第２条 省略 

（施設型給付費等に関する経過措置） （施設型給付費等に関する経過措置） 

第３条 特定教育・保育施設が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して特定教育・保育又は

特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第13条第１項中「法

第27条第３項第２号の市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第

１項第１号イの市町村が定める額」と、「法第28条第２項第２号の市町村

が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第２号ロ(１)の市町村が定

める額」と、同条第２項中「法第27条第３項第１号に規定する額（その

額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に

特定教育・保育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第

１号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が

現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定

教育・保育に要した費用の額）及び同号ロに規定する市町村が定める額」

と、「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に特別利用保育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９

条第１項第２号ロ(１)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額（そ

の額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別

第３条 特定教育・保育施設が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保

育を提供する場合においては、当分の間、第13条第１項中「法第27条第

３項第２号の市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第１号

イの市町村が定める額」と、「法第28条第２項第２号の市町村が定める額」

とあるのは「法附則第９条第１項第２号ロ(１)の市町村が定める額」と、

同条第２項中「法第27条第３項第１号に規定する額（その額が現に当該

特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保

育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第１号イに規定

する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特定

教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に

要した費用の額）及び同号ロに規定する市町村が定める額」と、「法第28

条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に

特別利用保育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第２

号ロ(１)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当

該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要
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利用保育に要した費用の額）及び同号ロ(２)の市町村が定める額」とする。 した費用の額）及び同号ロ(２)の市町村が定める額」とする。 

２ 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して特別利用地域型保育

を提供する場合においては、当分の間、第43条第１項中「法第30条第２

項第２号の市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ

(１)の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第30条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特

別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地

域型保育に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ

(１)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特

別利用地域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型

保育に要した費用の額）及び同号イ(２)の市町村が定める額」とする。 

２ 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供す

る場合においては、当分の間、第43条第１項中「法第30条第２項第２号

の市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ(１)の市

町村が定める額」と、同条第２項中「法第30条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ(１)の内

閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要

した費用の額）及び同号イ(２)の市町村が定める額」とする。 

第４条・第５条 省略 

 

第４条・第５条 省略 

 

附 則 

 この条例は、令和元年10月１日から施行する。 
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大磯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例 新旧対照表（第２条関係） 

 

改正案 現行 

第１条～第２条 省略 

 

第１条～第２条 省略 

 

（利用者負担額） （利用者負担額） 

第３条 法第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第29条第３項第２号、

第 30 条第２項各号及び附則第９条第１項各号の政令で定める額を限度と

して当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事

情を勘案して市町村が定める額（以下「利用者負担額」という。）は、規則

で定める。 

 

第３条 法第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第29条第３項第２号、

第 30 条第２項各号及び附則第９条第１項各号の政令で定める額を限度と

して当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市町村が定める額（以下「利用者負担額」という。）は、規則で定める。 

 

第４条 省略 

 

第４条 省略 

 

（利用者負担額の徴収） （利用者負担額の徴収） 

第５条 町長は、法附則第６条第４項の規定により、同条第１項の特定保育

所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養

義務者（以下「教育・保育給付認定保護者等」という。）から利用者負担額

を徴収する。 

第５条 町長は、法附則第６条第４項の規定により、同条第１項の特定保育

所から保育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者（以

下「支給認定保護者等」という。）から利用者負担額を徴収する。 

２ 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・

保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から利用者負担額を徴

収する。 

 

２ 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた支給

認定子どもの支給認定保護者等から利用者負担額を徴収する。 

 

（預かり保育料の徴収） （預かり保育料の徴収） 

第６条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、別に定めると

ころにより実施する預かり保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教

育・保育給付認定保護者等から規則で定める預かり保育料を徴収する。 

 

第６条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、別に定めると

ころにより実施する預かり保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者

等から規則で定める預かり保育料を徴収する。 

 

（延長保育料の徴収） （延長保育料の徴収） 
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改正案 現行 

第７条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、別に定めると

ころにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・

保育給付認定保護者等から規則で定める延長保育料を徴収する。 

 

第７条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において、別に定めると

ころにより実施する延長保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者等

から規則で定める延長保育料を徴収する。 

 

第８条 省略 

 

第８条 省略 

 

（利用者負担額等の徴収猶予） （利用者負担額等の徴収猶予） 

第９条 町長は、特別の理由があると認めるときは、教育・保育給付認定保

護者等に対し、利用者負担額等の徴収を猶予することができる。 

 

第９条 町長は、特別の理由があると認めるときは、支給認定保護者等に対

し、利用者負担額等の徴収を猶予することができる。 

 

第10条～第13条 省略 

 

第10条～第13条 省略 

 

附 則 

 この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

 

 

 


